
去
る
一
月
一
四
日
夜
か
ら
一
五
日
早
朝
に
か
け
、
防
衛
省
・
航
空
自
衛
隊
（
第
１
高
射

群
－
入
間
基
地
－
傘
下
の
第
２
高
射
隊
－
横
須
賀
市
・
武
山
駐
屯
地
の
部
隊
）
が
ミ
サ
イ

ル
防
衛
の
一
環
で
あ
る
Ｐ
Ａ
Ｃ
３
の
移
動
展
開
訓
練
を
新
宿
御
苑
（
環
境
省
）
で
、
開
始

し
た
。

Ｐ
Ａ
Ｃ
３
の
移
動
展
開
訓
練
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
本
紙
の
杉
原
君
の
記
事
を
読
ん

で
戴
き
た
い
。
私
は
こ
の
問
題
を
通
し
て
進
行
し
て
い
る
「
国
民
保
護
体
制
」
の
現
在
を

考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
戦
後
日
本
の
一
九
九
五
年
以
前
は
、
自
衛
隊
が
大
手
を
振
っ
て
、
街
の
中

を
徘
徊
す
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
「
常
識
」
を
覆
し
た
の
が
、

同
年
一
月
一
七
日
に
起
こ
っ
た
阪
神
淡
路
大
震
災
（
災
害
）
と
三
月
二
〇
日
に
勃
発
し
た

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
（「
テ
ロ
」）
だ
っ
た
。

し
か
し
二
〇
〇
〇
年
九
月
に
石
原
都
政
が
強
行
し
た
「
ビ
ッ
グ
レ
ス
キ
ュ
ー
」
は
「
銀

座
に
装
甲
車
が
走
っ
た
」
と
大
々
的
に
報
じ
ら
れ
た
も
の
の
、
ま
だ
驚
き
を
禁
じ
得
な
い

気
分
が
残
っ
て
い
た
。
他
方
、
同
年
七
月
に
行
わ
れ
た
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
警
備
の
際
、
羽
田

空
港
の
入
り
口
付
近
に
陸
上
自
衛
隊
の
装
甲
車
が
配
置
さ
れ
て
い
た
事
実
は
、
ひ
と
こ
と

も
報
道
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、「
災
害
か
ら
身
を
守
っ
て
く
れ
る
の
は
、
自
衛
隊
」
と
い
う
「
思
い

込
み
」
が
浸
透
。
そ
し
て
『
テ
ロ
』
か
ら
も
自
衛
隊
が
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
、
朝
鮮

民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
対
す
る
圧
倒
的
な
「
拉
致
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
。

こ
う
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
支
え
ら
れ
、
二
〇
〇
三
年
、
武
力
攻
撃
事
態
法
等
の
有
事

関
連
三
法
成
立
、
翌
年
国
民
保
護
法
等
の
有
事
七
法
成
立
。

二
〇
〇
六
年
の
同
国
に
よ
る
ミ
サ
イ
ル
実
験
（
七
月
）
と
核
実
験
（
一
〇
月
）
に
対
す

る
大
騒
ぎ
ぶ
り
を
下
敷
き
に
し
た
「
制
裁
決
議
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
。
今
に
も
「
懲
罰
」
だ
、

打
っ
て
出
よ
！
と
い
う
危
機
誘
導
。

こ
の
時
、
都
道
府
県
（
国
民
保
護
担
当
）
も
密
か
に
動
き
出
し
て
い
た
。
当
事
、
私
は

「
武
力
攻
撃
予
測
事
態
」
に
な
り
よ
う
も
な
い
の
に
、
こ
の
動
き
は
何
だ
ろ
う
と
、
幾
つ
か

の
都
道
府
県
の
動
き
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
が
、
建
前
上
は
、
災
害
の
発
生
に
準
じ
た
下
か
ら

（
都
道
府
県
か
ら
国
へ
）
の
監
視
体
制
だ
っ
た
。

さ
て
、
今
回
の
移
動
展
開
訓
練
に
東
京
都
は
ど
う
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
み

て
い
こ
う
。

国
民
保
護
担
当
の
矢
野
一
郎
副
参
事
は
、
私
達
の
要
請
と
質
問
に
対
し
て
、「
こ
れ
は
訓

練
で
は
な
く
、
調
査
で
す
」
と
言
い
、「
自
衛
隊
は
都
民
に
極
力
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に

し
て
い
ま
す
」
と
補
足
説
明
。

し
か
し
調
査
に
は
必
ず
目
的
が
あ
り
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
た
調
査
を
す
る
も
の
だ
。
そ

の
こ
と
を
指
摘
す
る
と
、
彼
は
「
調
査
は
調
査
で
す
」
と
押
し
切
ろ
う
と
す
る
。

こ
の
「
調
査
」
は
、
他
部
隊
へ
の
通
信
が
Ｕ
Ｈ
Ｆ
（
極
超
短
波
）
で
都
心
の
ビ
ル
群
の

中
で
支
障
は
な
い
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
だ
。
ま
た
射
撃
管
制
装
置
と
ミ
サ
イ
ル
発

射
機
の
通
信
は
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
（
超
短
波
）
で
あ
り
、
別
途
訓
練
の
為
の
調
査
が
必
要
だ
。
こ

う
し
て
「
調
査
」
を
繰
り
返
し
、
計
測
を
積
み
重
ね
、
本
格
的
な
訓
練
を
ス
タ
－
ト
さ
せ

る
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
彼
は
、
防
衛
省
か
ら
調
査
結
果
等
は
部
外
秘
と
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
明
ら

か
に
で
き
な
い
と
い
う
。
都
立
公
園
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
具
体
的
な
話
は
来
て
な

い
が
、「
新
宿
御
苑
と
同
様
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
」
と
の
迷
回
答
。
都
と
し
て
何
一
つ
検
証

す
る
こ
と
も
な
く
、
防
衛
省
に
言
わ
れ
る
ま
ま
だ
（
都
職
員
は
誰
も
現
地
を
見
学
せ
ず
）。

さ
ら
に
彼
は
、
都
民
の
「
安
全
と
財
産
を
守
る
」
た
め
に
Ｍ
Ｄ
配
備
は
必
要
だ
と
考
え

（
私
見
）
ま
す
と
さ
え
言
い
切
っ
た
。

こ
れ
が
東
京
都
の
「
国
民
保
護
」
の
実
態
だ
。
し
か
し
東
京
都
は
都
民
の
命
と
人
権
を

第
一
に
考
え
、
都
立
公
園
の
占
用
許
可
を
断
る
べ
き
だ
。
公
園
を
、
都
心
を
軍
事
拠
点
に

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
や
ま
も
と
・
ひ
で
お
／
戦
争
協
力
さ
せ
な
い
東
京
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
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視
点
・
論
点
⑤

Ｐ　
Ａ　
Ｃ　
３　
都　
心　
移　
動　
展　
開　
訓　
練　
へ　
の　
対　
応　
に　
み　
る　
東　
京　
都　
の　
動　
向　

山
本
英
夫




